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                               平成２２年７月２２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年４月２２日 １１時５２分ごろ 

発生場所 三重県鵜殿港東防波堤灯台から真方位１３８°９.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°３７.１′ 東経１３６°０８.８′） 

事故調査の経過  平成２１年５月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 日和
にちわ

丸、４９７トン Ａ 貨物船 

   １４０３０３、朝日海運株式会社  船舶番号、船舶所有者等 

   ７６.２３ｍ×１２.００ｍ×７.０１ｍ、鋼  Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１８年２月  機関、出力、進水等 

Ｂ 漁船 第５幸
ゆき

丸、４.６トン 

   ＷＫ３－２０５６２（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９０ｍ(Lr)×２.９７ｍ×１.０３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２４６kＷ（漁船法馬力数）、平成１年１月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４１年６月１０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１月１３日 

    免状有効期間満了日 平成２６年７月８日 

  二等航海士Ａ 男性 ５５歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５１年１月３０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１７年６月２９日 

    免状有効期間満了日 平成２２年１１月２１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和６０年１１月１３日 

    免許証交付日 平成１７年４月１４日 

           （平成２２年１１月１２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし Ｂ 負傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 球状船首塗料剥離、右舷舷側外板擦過傷 

Ｂ 左舷船首外板き
．
裂、左舷船底破口、操舵室上部圧壊等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び二等航海士Ａほか３人が乗り組み、船長Ａが、平成

２１年４月２２日１１時３０分ごろ樫野崎灯台西方沖で、針路約０５４° 
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速力約１２ノット（kn）として、自動操舵のまま二等航海士Ａに船橋当直

を引き継ぎ降橋した。 

 二等航海士Ａは、入直したとき波間に小型漁船が見え隠れしていたが、

避航を要する船はいなかったので、６Ｍレンジとしていたレーダーを準備

状態とし、操舵室の右舷側に設置された長いすに、左舷方を向く姿勢で腰

掛けて見張りを続け、１１時５２分ごろ、熊野灘において、Ａ船の右舷船

首部が、Ｂ船の左舷船首部と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、和歌山県那智勝浦町浦神港を出港し

て漁場を移動しながら操業し、２２日１１時ごろ昼食を摂ったのち、船尾

で漁具の調整を行いながら約３.５kn の速力で北西進中、Ａ船と衝突し

た。 

 船長Ｂは、転覆したＢ船の船底に上がっていたところ、付近航行中の漁

船に救助された。 

 船長Ｂは、頭部打撲及び頸椎捻挫を負った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

潮汐：上げ潮の初期 

 その他の事項  二等航海士Ａは、衝突するまでＢ船に気付いていなかった。 

 船長Ｂは、衝突するまでＡ船に気付いていなかった。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、鵜殿港南東方沖を北東進中、二等航海

士Ａが、操舵室の右舷側に設置された長いすに、

左舷方を向く姿勢で腰掛けて見張りを続け、右舷

前方の適切な見張りを行っていなかったことか

ら、衝突するまでＢ船に気付かなかったものと考

えられる。 

 Ｂ船は北西進中、船長Ｂが、船尾で漁具の調整

を行い、左舷前方の適切な見張りを行っていなか

ったことから、衝突するまでＡ船に気付かなかっ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、鵜殿港南東方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が北西進

中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、ともに相手船に気付か

ずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




